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XIV．関係者の取り組み 

 

１．関係者の取り組み 
 

業務用冷凍空調機器の種類は多様であり、冷媒フロンの回収に関係する者についても極

めて広範に亘り、製造、修理、廃棄処理の商流や情報の流れも多様・広範に亘ることから、

冷媒フロンの回収率の向上を図るためには広範な関係者がそれぞれの役割を認識し、責務

を果たしていくことが必要である。このためには法令の整備のみならず、関係者の継続的

な取り組みが重要である。こうした関係者の取り組みを以下に紹介する。多くの関係者が

こうした取組に参加し、相互に協力・連携することにより、より確実・効率的なフロン類

の回収が進むすることが期待される。 

 

(１)地域協議会、事業協会 

フロン回収・破壊法の施行前から各都道府県の主導により、冷媒として用いられるフ

ロン類の回収に携わる設備業者や回収業者を中心とした地域の協議会が設立され、地域

の協議会を通じたフロン類の回収・破壊や、講習会、普及啓発活動等が実施されてきた。

フロン回収・破壊法施行後、協議会の活動を停止・廃止したところもあるが、フロン回

収に対する活発な取組みが進められている地域もある。フロン回収に関係する者が多様

であることから、今回の法改正を契機として、いくつかの地域では建設、解体工事、産

業廃棄物関係の団体等も協議会に参加する動きも見られている。地域の協議会は、各都

道府県の環境担当部局が事務局を行っている。 

また、いくつかの地域においては、地域の産業界が中心となり、フロン回収事業協会

が設立されており、地域協議会等と連携してフロン回収の推進に取り組んでいる。 

○ フロン回収協議会のある都道府県（休止を含む）：岩手県、秋田県、福島県、茨城県、

栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、富山県、石川県、山梨県、

長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、

和歌山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、大分県、宮崎

県、沖縄県 

○ フロン回収事業協会のある都道府県：宮城県、福島県、群馬県、静岡県 

 

(２)有限責任中間法人 フロン回収推進産業協議会（略称 ＩＮＦＲＥＰ） 

  冷媒フロンの回収率向上を図る上で、機器の所有者、ユーザー等のフロン回収に関す

る意識の向上とともに、フロン類の引渡しに関係する建設業者、解体業者等の役割が重

要であること等から、平成１８年６月にフロン回収・破壊法が改正され、行程管理制度

等の追加が行われた。 

改正フロン回収・破壊法を適切に運用し、効率的なフロン回収を推進するためには、

広範な関係者が連携し合い、地域の取組み主体とも協力・連携しつつ、フロン回収を効

果的・適切に進めていく体制・ネットワークの整備が重要である。また、機器の廃棄時

のみならず、業務用冷凍空調機器が生産されてから廃棄に至るまで、機器に係る広範囲

な関係者の情報の共有化を図り、フロン回収のみに留まらず、フロン類の放出抑制に対

する施策を検討・実施していくことも重要である。 

ＩＮＦＲＥＰはこのような背景の下、主要な産業界の団体が中心となり、平成１９年

４月に設立された。 

   主な事業は以下のとおり。 

①業務用冷凍空調機器に関連したフロン類の放出抑制に係る施策の企画、実施 
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②事前確認書及び行程管理票等の作成及びその普及による効率的なフロン類の回収推 

進 

③フロン回収等放出抑制に係る情報提供や相談受付 

 

※ ＩＮＦＲＥＰが作成・発行している事前確認書及び行程管理票を参考として巻末 

  に示す。 

     ○有限責任中間法人 フロン回収推進産業協議会 

    〒113-0033 東京都文京区本郷 2-40-17 本郷若井ビル 4階 

電話 03-5482-2380  FAX 03-5689-7983   

URL ： http://www.infrep.jp 

 

 (３)冷媒回収推進・技術センター（略称 ＲＲＣ） 

オゾン層保護と地球温暖化防止のための冷媒回収と回収された冷媒の再利用の推進

を目的として平成５年に設立され、平成１０年には名称が現在の「冷媒回収推進・技術

センター」に変更された。主な事業は以下のとおり。特に全国でフロン回収技術に関す

る技術講習・認定を実施する等により、回収業者の回収技術の普及・向上に貢献してい

る。 

１)冷媒の大気放出防止、回収の重要性の啓発に係る事業 

２)冷媒回収技術に関する研究及び普及に係る事業 

  ３)冷媒回収技術者の育成と資格登録並びに冷媒回収事業所の認定に係る事業 

  ４)登録回収技術者、認定回収事業所に対する情報提供、情報収集及び技術向上に係る 

事業 

  ５)冷媒再生事業所の認定、再生技術の研究、技術基準策定に係る事業 

     

○冷媒回収推進・技術センター（ＲＲＣ）事務局 

〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館 3階（日設連内） 

        電話 03-3435-9411 FAX 03-3435-9413 

URL： http://www.rrc-net.jp/  E ﾒｰﾙ：rrc@jarac.or.jp 

 

(４)(社)日本冷凍空調設備工業連合会(日設連)・（社）日本冷凍空調工業会（日冷工） 

  冷凍空調設備業者による業界団体で多くの会員がフロン類の回収に携わっており、業 

務用冷凍空調機器からの冷媒フロン回収における会員のシェアは過半を占めている。こ 

うした関係から、上記の地域協議会、ＩＮＦＲＥＰ、ＲＲＣの活動にも貢献している。

全国に地域冷媒回収促進センター、回収冷媒管理センターを設け、フロン類の回収の 

推進、回収冷媒の適切な処理に貢献している。省令第７条に基づき都道府県知事が認め 

た者の多くはこれらのセンターである。 

○（社）日本冷凍空調設備工業連合会（日設連） 

〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館 3階 

        電話 03-3435-9411 FAX 03-3435-9413 

URL： http://www.jarac.or.jp 

  

    ○（社）日本冷凍空調工業会（日冷工） 

     〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館 2階 

        電話 03-3432-1671  FAX 03-3438-0308 

          URL :  http://www.jraia.or.jp 
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 ２．参考様式 
ＩＮＦＲＥＰが作成した事前確認書及び行程管理票 

 

（１）．事前確認書 
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（２）行程管理票 
 

 
 




